
（Ⅰ） 大豆・麦・飼料用米等生産拡大支援事業実施要領

第１ 趣旨

産地活性化総合対策事業実施要綱（以下「要綱」という。）別表５のⅠの大豆・麦・

飼料用米等生産拡大支援事業の実施に当たっては、要綱に定めるもののほか、この要領

に定めるところによる。

第２ 事業の内容

本事業は、大豆、麦、飼料用米等の生産性向上や需要の拡大に向け、都道府県におけ

る体制づくりや栽培技術等の導入による技術・経営実証等の取組を実施する新たな作付

体系への転換支援事業、米粉の製造コスト削減技術や新たな米粉製品の開発等の取組を

実施する米粉製造革新技術等の開発支援事業から構成される。

各事業ごとの取組内容、事業実施主体、事業実施手続等は別記に定めるとおりとする。

１ 作付体系転換支援事業

別記１のとおりとする。

２ 米粉製造革新技術等開発支援事業

別記２のとおりとする。

３ 低コスト米生産産地育成支援事業

別記３のとおりとする。

４ 全国推進事業のうち大豆価格形成安定化事業

別記４のとおりとする。

５ 全国推進事業のうち革新技術等波及展開支援事業（土地利用型作物）

別記５－１のとおりとする。

６ 全国推進事業のうち革新技術等波及展開支援事業（米粉）

別記５－２のとおりとする。

















別表１

推進事業補助対象経費

作付体系転換支援事業に要する経費は、次の費目ごとに整理することとする。

費目 細目 内容 注意点

備品費 事業を実施するために ・取得単価が50万円以上の

直接必要な試験・調査備 機器及び器具について

品の経費 は、見積書（原則３社以

ただし、リース・レン 上、該当する設備備品を

タルを行うことが困難な １社しか扱っていない場

場合に限る。 合は除く）やカタログ等

を添付すること。

・耐用年数が経過するまで

は、協議会による善良な

る管理者の注意義務をも

って当該備品を管理する

体制が整っていること。

・当該備品を別の者に使用

させる場合は、使用・管

理についての契約を交わ

すこと。

機械購入 事業を実施するために直 ・取得単価が50万円以上の

費 接必要な農業機械導入の経 農業機械については、見

費 積書（原則３社以上、該

ただし、改良を要するな 当する農業機械を１社し

どリース・レンタルを行う か扱っていない場合を除

ことが困難な場合に限る。 く。）やカタログ等を添

付すること。

事業費 会場借料 事業を実施するために

直接必要な会議等を開催

する場合の会場費として

支払われる経費

通信運搬費 事業を実施するために ・切手は物品受払簿で管理

直接必要な郵便代、運送 すること。

代の経費



借上費 事業を実施するために

直接必要な農業機械・設

備、実験機器、事務機

器、ほ場等の借り上げ経

費

印刷製本費 事業を実施するために

直接必要な資料等の印刷

費の経費

資料購入費 事業を実施するために

直接必要な図書、参考文

献の経費

原材料費 事業を実施するために ・原材料は物品受払簿で管

直接必要な試作品の開発 理すること。

や試験等に必要な原材料

の経費

消耗品費 事業を実施するために ・消耗品は物品受払簿で管

直接必要な以下の経費 理すること。

・短期間（補助事業実施

期間内）又は一度の使

用によって消費されそ

の効用を失う少額な物

品の経費

・ＣＤ－ＲＯＭ等の少額

な記録媒体

・試験等に用いる少額な

器具等

旅費 委員旅費 事業を実施するために

直接必要な会議の出席ま

たは技術指導等を行うた

めの旅費として、依頼し

た専門家に支払う経費

調査等旅費 事業を実施するために

直接必要な資料収集、各



種調査、打合せ、成果発

表等の実施に必要な経費

謝金 事業を実施するために ・謝金の単価の設定根拠と

直接必要な資料整理、補 なる資料を添付すること

助、専門的知識の提供、 ・事業実施主体の代表者及

資料の収集等について協 び事業実施主体に従事す

力を得た人に対する謝礼 る者に対する謝金は認め

に必要な経費 ない。

賃金等 事業実施主体が事業を実 ・賃金の単価の設定根拠とな

施するために臨時雇用した る資料を添付すること。

者に対して支払う実働に応 ・作業内容及び時間を記載し

じた対価（日給又は時間 た作業日誌をつけること。

給） ・実働に応じた対価以外の有

給休暇や各種手当は認めな

い。

・「補助事業等の実施に要す

る人件費の算定等の適正化

について」（平成22年９月

27日付け22経第960号農林

水産省大臣官房経理課長通

知）によるものとする。

委託費 本事業の交付目的たる ・委託を行うに当たって

事業の一部分（例えば、 は、第三者に委託するこ

事業の成果の一部を構成 とが必要かつ合理的・効

する調査の実施、取りま 果的な業務に限り実施で

とめ等）を他の者（応募 きるものとする。

団体が民間企業の場合、 ・補助金の額の50％未満と

自社を含む。）に委託す し、事業そのものまた

るために必要な経費 は、事業の根幹を成す業

務の委託は認めない。た

だし、地方農政局長等が必

要と認める場合にあっては

その限りではない。

・民間企業内部で社内発注

を行う場合は、利潤を除

外した実費弁済の経費に

限る。



役務費 事業を実施するために ・土壌分析を実施する場合

直接必要かつ、それだけ は、「農業分野の土壌分析

では本事業の成果とは成 が補助事業等の要件又は補

り立たない分析、試験、 助対象となっている場合の

加工等を専ら行う経費 取扱いについて」（平成２

６年２月２６日付け２５生

産第３１０５号、２５生産

第３１０６号、２５生産第

３１０７号、２５生産第３

１０８号、２５生産第３１

０９号、２５生産第３１１

０号、２５生畜第２００４

号、２５生畜第２００５号

農林水産省生産局総務課

長、農産部穀物課長、園芸

作物課長、地域作物課長、

技術普及課長及び農業環境

対策課長並びに畜産部畜産

企画課長及び畜産振興課長

通知）により、計量法（平

成４年法律第５１号）との

整合を図るものとする。

雑役務費 手数料 事業を実施するために

直接必要な謝金等の振り

込み手数料

印紙代 事業を実施するために

直接必要な委託の契約書

に貼付する印紙の経費

保管・検 保管料 事業を実施するために直 ・第２の８の取組を実施する

査・処分 接必要な種子の保管経費 場合に限る。

費

検査料 事業を実施するために直 ・第２の８の取組による保管

接必要な保管種子の検査経 種子以外の検査・処分料は

費 補助の対象外とする。

処分料 事業を実施するために直



接必要な種子として適さな

くなった処分経費

上記の経費であっても以下の場合にあっては認めないものとする。

１．本事業で得られた試作品や成果物を有償で配布した場合

２．補助事業の有無にかかわらず事業実施主体で具備すべき備品・物品等の購入及

びリース・レンタルの場合



別表２

導入技術の実証又は普及に必要となる機械・設備のうち、リース方式で導入可能な農

業機械は以下のとおりとする。ただし、地方農政局長が農地の高度利用に資する大豆・

麦・飼料用米等の生産性向上の観点から、特に必要と認める場合にあってはこの限りで

はない。

項目 機械 備考

水稲 レーザー式均平作業機、不耕起播種機、水稲

湛水直播機、栽培管理ビークル、水稲種子コ

ーティング装置

麦 乗用刈り倒し機、ピックアップアタッチメン

ト、チゼルプラウシーダ、不耕起播種機、施

肥播種同時作業機、汎用コンバイン、立毛間

播種機、耕うん同時畝立て播種機、カットド

レーン

大豆 不耕起播種機、栽培管理ビークル、施肥播種

同時作業機、レーザー式均平作業機、汎用コ

ンバイン、種子調湿機、ディスク式中耕培土

機、摘心機、耕うん同時畝立て播種機、チゼ

ルプラウシーダ、カットドレーン

多収性稲種子 種子の生産に必要な専用コンバイン、種子用 第２の８の取組を実

低温式乾燥機、種子消毒施設等、多収性稲種 施する場合に限る。

子の生産に必要な専用機械



別表３

第７の１（８）の取組の対象となる品種は以下の通りとする。ただし、専ら主食用品

種として現に栽培されている品種は対象としないものとする。

品種名 品種名 品種名

きたあおば ホシアオバ いわいだわら

クサノホシ まきみずほ クサユタカ

クサホナミ ミズホチカラ リーフスター

タカナリ みなゆたか たちすがた

たちじょうぶ モグモグあおば タチアオバ

ふくひびき もちだわら はまさり

べこあおば モミロマン その他多収性の発揮によ

る低コスト生産が見込ま

べこごのみ 夢あおば れる品種であることが育

成試験結果等から確認さ

北陸１９３号 ゆめさかり れた品種

オオナリ 北瑞穂


